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少
子
化
時
代
と
云
わ
れ
て
い
る
昨

今
、「
婚
活
」
と
称
し
て
結
婚
活
動
が
話

題
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。 

近
年
の
若
者
は
自
然
に
出
会
っ
て
の

結
婚
を
望
ん
で
い
る
と
思
い
ま
す
が
、

出
逢
い
の
機
会
が
な
い
の
が
実
情
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。 

そ
こ
で
、
当
結
婚
相
談
所
は
「
食
材

探
し
で
出
逢
い
の
ひ
と
時
を
！
」
を
テ

ー
マ
に
交
流
会
を
計
画
し
ま
し
た
。 

 

対
象
人
数
を
二
十
名
程
度
に
限
定
し

て
募
集
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、
最
終
的
に

は
十
五
名
の
参
加
者
が
あ
り
ま
し
た
。 

ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
駐
車
場
で
出
発

式
を
し
た
あ
と
、
バ
ス
に
乗
っ
て
町
内

の
ト
マ
ト
の
選
果
施
設
や
東
北
町
の
馬

鈴
薯
、
大
根
、
な
が
い
も
の
集
出
荷
施

設
の
見
学
と
ハ
ー
ド
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
で

し
た
が
、
お
昼
は
中
央
公
園
の
バ
ー
ベ

キ
ュ
ー
ハ
ウ
ス
で
昼
食
を
と
り
簡
単
な

ゲ
ー
ム
を
交
え
な
が
ら
交
流
を
深
め
ま

し
た
。 

初
め
て
出
会
う
人
達
同
士
の
、
短
い

出
逢
い
の
ひ
と
時
で
し
た
が
、
自
然
な

形
で
会
話
が
弾
ん
で
い
る
よ
う
で
し

た
。 す

ぐ
に
カ
ッ
プ
ル
誕
生
と
は
い
き
ま

せ
ん
で
し
た
が
、
出
会
い
の
き
っ
か
け

に
は
な
っ
た
と
思
い
ま
す
。 
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家
族
経
営
協
定
の
ス
ス
メ  

 

◎
家
族
経
営
協
定
と
は  

 

経
営
方
針
や
営
農
計
画
、
役
割
分
担
、
収
益
の

分
配
、
働
き
や
す
い
就
業
条
件
な
ど
を
家
族
間
で

十
分
話
し
合
い
、
取
り
決
め
る
も
の
で
す
。
女
性

農
業
者
や
後
継
者
の
主
体
的
な
経
営
へ
の
参
画
や

家
計
と
経
営
の
分
離
を
促
し
、
家
族
み
ん
な
で
つ

く
る
共
同
経
営
を
確
立
す
る
大
変
有
効
な
手
段
と

な
り
ま
す
。  

◎
家
族
経
営
協
定
の
制
度
上
の
メ
リ
ッ
ト  

 

家
族
経
営
協
定
は
家
族
の
話
し
合
い
運
動
の
一

環
で
す
。
経
営
改
善
や
家
族
個
々
の
意
欲
増
進
、

経
営
移
譲
の
円
滑
化
な
ど
、
様
々
な
観
点
か
ら
農

業
経
営
の
発
展
を
図
る
た
め
に
有
効
な
手
段
で

す
。  

 

こ
の
他
に
、
女
性
や
後
継
者
に
は
次
の
よ
う
な

政
策
支
援
が
あ
り
ま
す
。  

 

①
認
定
農
業
者
の
共
同
申
請
が
で
き
る  

 

②
農
業
改
良
資
金
（
無
利
子
）
を
活
用
で
き
る  

 

③
農
業
者
年
金
の
保
険
料
の
助
成
を
受
け
ら
れ

る
（
認
定
農
業
者
又
は
認
定
就
農
者
で
青
色
申

告
者
の
配
偶
者
ま
た
は
後
継
者
は
三
十
五
歳
未

満
で
五
割
、
三
十
五
歳
以
上
で
三
割
の
国
庫
補

助
が
受
け
ら
れ
る
）  

☆
興
味
の
あ
る
方
、
実
際
に
締
結
を
考
え
て
い
る

方
は
、
農
業
委
員
会
、
上
北
地
域
県
民
局
農
林
水

産
部
普
及
指
導
室
に
ご
相
談
下
さ
い
。  

 

家
族
経
営
協
定
調
印 

 
 

三
月
二
十
五
日
、
農
業
委
員
会
佐
藤

会
長
、
上
北
地
域
県
民
局
地
域
農
林
水

産
部
普
及
指
導
室
外
川
室
長
立
会
の

も
と
、
上
原
子
春
治
さ
ん
ご
家
族
が
家

族
経
営
協
定
の
調
印
を
行
い
ま
し
た
。  

 

今
回
調
印
を
行
っ
た
上
原
子
春
治

さ
ん
は
、
経
営
主
夫
婦
と
後
継
者
夫
婦

の
四
者
で
協
定
書
に
は
、
家
族
が
お
互

い
の
立
場
を
尊
重
し
、
お
互
い
に
話
し

合
い
そ
れ
ぞ
れ
が
能
力
を
発
揮
し
、
楽

し
く
安
心
し
て
働
く
こ
と
が
で
き
る

農
業
経
営
と
明
る
い
家
庭
づ
く
り
を

目
指
し
て
い
ま
す
。 

今
回
の
調
印
で
町
内
の
協
定
締
結

者
は
五
十
七
組
目
と
な
り
ま
し
た
。 

「家族経営協定」を結ぶと、こんな効果が！ 
○経営理念や経営方針を家族みんなで共有できるようになり、家族全員の経営意識が向上した。 

○経営のこと以外についても話し合う機会が増え、家族みんなで協力し合い、結束が強まった。 

○役割分担や就業規則の取り決めを通じて、経営の合理化が進んだ。 

○共同申請制度を利用して、後継者や配偶者も認定農業者になった。また、配偶者や後継者が 

利用できる制度的なメリットもあるので経営にゆとりができた。 

○部門を任されるようになって、以前よりも責任とやりがいを感じる。 

○決まった給与を貰えると、将来設計が立てやすくて助かる。 

○気持ちと時間の余裕が生まれ、研修や地域活動に参加しやすくなった。 

○後継者へ経営移譲がスムーズにできそうだ。 

家族経営協定について 

- しちのへ 農業委員会だより 「第11号(通巻第16号)」 -     2010年10月 
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農
地
パ
ト
ロ
ー
ル
を
実
施
し
ま
し
た 

 
  

七
戸
町
農
業
委
員
会
で
は
、
平
成
十
九
年
か
ら
農
地 

パ
ト
ロ
ー
ル
を
実
施
し
て
お
り
、
今
年
で
四
年
目
に
な 

り
ま
す
。  

 

新
た
な
農
地
法
で
は
、
こ
れ
ま
で
農
業
委
員
会
が
行
っ 

て
き
た
「
農
地
パ
ト
ロ
ー
ル
」
が
法
定
化
さ
れ
ま
し
た
。 

（
左
の
写
真
は
パ
ト
ロ
ー
ル
出
発
式
の
様
子
） 

３ 
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新
任
職
員
紹
介 

事
務
局
長 

木
村
正
光  

４
月
の
人
事
で
農
業
委
員
会
事

務
局
長
に
異
動
に
な
り
ま
し
た
。。 

 

農
地
に
関
す
る
業
務
に
携
わ
る

の
は
初
め
て
で
す
が
、
農
業
委
員
会

の
多
岐
に
わ
た
る
任
務
が
円
滑
に

進
み
ま
す
よ
う
、
事
務
執
行
に
努
め

て
ま
い
り
た
い
と
思
い
ま
す
の
で

よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。  

総
括
主
幹 

高
橋
敦
子  

同
じ
く
、
四
月
に
農
業
委
員
会
事

務
局
に
異
動
に
な
り
ま
し
た
。  

 

八
年
ぶ
り
の
農
業
委
員
会
で
す

が
、
昨
年
十
二
月
に
農
地
法
が
改
正

に
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
仕
事
の
内

容
も
多
く
な
り
、
ま
た
複
雑
に
な
っ

て
お
り
、
驚
い
て
い
ま
す
が
頑
張
り

ま
す
の
で
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま

す
。  

 

表
彰
さ
れ
ま
し
た 

 

七
月
二
十
二
日
の
上
十
三
地
区
農

業
委
員
大
会
で
四
名
が
永
年
勤
続

（
十
年
以
上
）
表
彰
を
受
け
ま
し
た
。  

会 

長 
 

佐
藤
午
之
助  

職
務
代
理 

天
間
六
朗  

委 

員 
 

町
屋
清
志
・
瀬
川
秀
義 

 

パ
ト
ロ
ー
ル
は
農
業
委
員
が
担
当
地
区
に
別
れ
巡
回
し
調

査
を
行
い
、
９
月
総
会
終
了
後
意
見
交
換
会
を
行
い
ま
し
た
。 

調
査
し
て
の
感
想
と
し
て
は
、
営
農
再
開
さ
れ
た
農
地
が
多

く
あ
っ
た
。
放
棄
地
の
解
消
が
目
立
っ
た
。
管
理
が
良
く
な
っ

て
き
た
。
沢
田
な
ど
の
営
農
が
無
理
な
所
は
農
地
以
外
の
利
用

方
法
を
検
討
す
る
べ
き
。
管
理
が
悪
い
農
地
は
ど
う
指
導
す
べ

き
か
。
な
ど
意
見
が
で
ま
し
た
。 

今
後
、
現
地
調
査
結
果
を
元
に
意
向
調
査
等
も
行
い
ま
す
の

で
、
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

 

 



 

 

 

 
耕作されないまま草や雑木が生いしげった水田（再生作業前の耕作放棄地） 
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耕作放棄地対策取組状況 

七
戸
町
で
は
、耕
作
放
棄
地
対
策
と
し

て
、
昨
年
度
「
七
戸
地
域
耕
作
放
棄
地
対

策
協
議
会
」
を
設
立
し
、
国
の
事
業
で
あ

る
「
耕
作
放
棄
地
再
生
利
用
緊
急
対
策
」

を
活
用
し
て
耕
作
放
棄
地
の
解
消
を
計

画
し
て
お
り
ま
す
。 

 

昨
年
度
は
四
地
区
で
再
生
事
業
を
実

施
し
ま
し
た
。 

 

本
年
度
は
十
六
地
区
三
十
一
ほ
場
で

十
二
．三
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
再
生
作
業
を
予

定
し
て
お
り
ま
す
。  

 

総
事
業
費
は
二
千
七
十
五
万
円
で
、そ

の
う
ち
国
補
助
金
は
一
千
二
百
九
十
万

円
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。  

下刈り・雑木の伐採風景 

抜根後客土・整地をして再生作業終了 

右
と
上
２
枚
の
写
真
は
、
昨
年 

耕
作
放
棄
地
対
策
協
議
会
で
再

生
作
業
を
実
施
し
た
二
ツ
森
地

区
の
実
証
ほ
の
写
真
で
す
。 

 

２
枚
の
水
田
約
七
十
ア
ー
ル

を
再
生
し
、
今
年
飼
料
米
を
移
植

と
直
播
で
作
付
け
し
ま
し
た
。 

 
直
播
（
写
真
右
下
）
は
雑
草
に

負
け
収
穫
は
見
込
め
ま
せ
ん
が
、

移
植
（
写
真
左
下
）
は
再
生
初
年

度
で
も
他
の
水
田
同
様
に
収
穫

で
き
そ
う
で
す
。 

４ 
  移植 直播 
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農
地
利
用
集
積
円
滑
化

事
業
始
ま
る  

 
 

農
地
法
の
改
正
に
伴
い
、

町
の
「
農
業
経
営
基
盤
の
強

化
の
促
進
に
関
す
る
基
本
的

な
構
想
」
も
改
正
さ
れ
ま
し

た
。  

 

今
回
の
改
正
で
「
農
地
利

用
集
積
円
滑
化
事
業
に
関
す

る
事
項
」
が
新
規
に
追
加
と

な
り
ま
し
た
。  

 

こ
の
事
業
は
、
農
地
の
所

有
者
（
出
し
手
）
が
自
ら
耕

作
が
出
来
な
い
場
合
、
相
手

（
受
け
手
）
を
特
定
せ
ず
「
農

地
利
用
集
積
円
滑
化
団
体
」

に
農
地
を
委
任
し
、
円
滑
化

団
体
は
、
そ
の
農
地
を
受
け

手
に
貸
し
付
け
る
事
業
で

す
。  

 

こ
の
事
業
に
よ
る
委
任
期

間
（
貸
付
期
間
）
は
六
年
以

上
で
、
こ
の
事
業
に
よ
り
契

約
が
ま
と
ま
っ
た
場
合
、
今

年
度
は
出
し
手
・
受
け
手
双

方
に
十
ア
ー
ル
当
た
り
九
千

円
の
奨
励
金
が
交
付
さ
れ
ま

す
。  

 

「農地利用集積円滑化団体」に

ついては、農林課へお問い合せ

下さい。 
電話  ６８－２１１６ 

５ 



 

 

 

3年以上 4年以上 5年以上 6年以上 7年以上
4年未満 5年未満 6年未満 7年未満 10年未満

使用貸借 件数 2 3 22 10 37
（無償） 面積 2,839 26,952 75,063 94,466 199,320

件数 8 1 1 10
面積 48,575 23,473 9,058 81,106

3,000円以上 件数 13 1 14
5,000円未満 面積 72,418 4,996 77,414
5,000円以上 件数 1 20 21
7,000円未満 面積 2,471 149,306 151,777
7,000円以上 件数 3 2 22 6 33
9,000円未満 面積 26,951 5,621 193,443 42,440 268,455
9,000円以上 件数 2 6 4 35 3 2 52
11,000円未満 面積 4,993 38,561 64,744 438,448 27,097 50,929 624,772
11,000円以上 件数 1 1 2 4
15,000円未満 面積 20,159 5,234 8,165 33,558

件数 1 2 3
面積 1,957 4,593 6,550

土地改良区経常 件数 1 7 1 9
経費等相当額 面積 5,696 31,939 2,662 40,297

件数 1 9 3 13
面積 4,805 77,727 33,588 116,120
件数 3 13 11 139 1 4 25 196
面積 7,464 94,206 104,079 1,096,746 23,473 32,093 241,308 1,599,369

3,000円未満

20,000円以上

米等現物納付

計

◎利用権設定で、安心な農地の貸し借りを！　平成21年4月から平成22年3月までの利用権設定の状況

賃貸借
金額等

農業経営基盤強化促進法に基づく賃貸借

期間 3年未満 10年以上 計（㎡）
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農地利用集積の状況について 

 

  

 
6 

 

利用権設定とは 
 貸し手・借り手が決めた貸借契約の内容が町や農業委員会に

認められることによって契約が成立する方法で、農業経営基盤

強化促進法という法律に基づく「安心して農地を貸せるしくみ」

です。（使用収益権を移すことになるので、生産調整等の対象面

積も移ることになります） 
 
期間が終了したら 
 貸借期間が終了時に農業委員会より通知いたしますので、再

度利用計画がある場合には次により手続きをして下さい。 
○同じ相手に貸す場合→農業委員会を通して利用権設定の再

設定の手続きが必要です。また、賃借料・貸付期間などを見直

すこともできます。継続して貸借する場合でもその都度、再設

定の手続きにより貸借期間を定めておくことが大切です。 
○違う相手に貸す場合→農業委員会を通して新たな利用権設

定の手続きが必要です。 
 
新規に貸借する農地が次の場合には注意が必要です 
☆相続税又は贈与税の納税猶予の特例を受けている農地を貸し

付けすると猶予が解除となります。 
☆農業者年金の経営移譲年金等で使用貸借を結んでいる農地は

解約が必要になります。解約した場合は経営移譲の手続きも必

要になります。場合によっては経営移譲年金の支給が停止され

ることがあります。 
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・・・農地の無断転用はいけません・・・ 
農地転用とは？ 
 農地に住宅や車庫を建てたり、駐車場や資材置き場や一時的な砂利採取などとして利用す

る場合でも、事前に許可を受けなければなりません。 
 また、農地でないと思っている土地でも、地目が農地として残っている場合がありますの

で必ず確認をして下さい。 
 許可を受けないで農地の転用をした場合は、農地法違反となり農地等の権利取得の効力が

生じないだけでなく県知事は工事の中止、原状回復などの必要な措置を命ずることができま

す。 
 無断転用をした者は、３年以下の懲役または３００万円以下の罰金となっています。 

・・・農地転用に関する相談は、お近くの農業委員または農業委員会へ・・・ 

- しちのへ 農業委員会だより 「第11号(通巻第16号)」 -     2010年10月 

農地の転用には許可が必要です！！ 

農地の転用には許可が必要です！！ 
・・・農地を相続等によって権利

取得したときは・・・ 

 農地法の改正により農地の権利

を相続等により取得したときは農

業委員会に届出をしなければなり

ません。届出は権利取得を知った日

から概ね１０ケ月以内にすること

とされています。なお、この届出に

より権利取得の効力を発生させる

ものではありません。 
届出書は農業委員会に問い合わ

せ下さい。 

農地を相続等によって権利取得したときは 

７ 
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み
ん
な
で
読
も
う  

 
 
 
 
 

全
国
農
業
新
聞 

  
 

 

全
国
農
業
新
聞
は
、
農
家
の
経
営

と
生
活
に
役
立
つ
農
家
の
専
門
紙

で
す
。
是
非
ご
愛
読
く
だ
さ
い
。  

●
発
行
毎
週
金
曜
日  

●
購
読
料 

１
ヶ
月  
 
 
 
 
 
 
 

６
０
０
円  

●
購
読
申
し
込
み  

 
 
 
 

七
戸
町
農
業
委
員
会  

 
 
 

編
集
後
記 

  
 

 
 

暑
い
夏
も
や
っ
と
終
わ
り
、
す
ご
し

や
す
い
秋
風
を
感
じ
ほ
っ
と
一
息
、
さ

あ
稲
刈
り
の
準
備
と
気
合
い
を
入
れ
た

と
こ
ろ
に
、
今
年
の
米
の
仮
渡
し
金
が

発
表
に
な
っ
た
。 

Ｊ
Ａ
米
一
等
六
〇
キ
ロ
で
八
五
〇
〇

円
、
豊
作
と
所
得
補
償
制
度
の
影
響
で
、

や
や
値
下
が
り
は
覚
悟
し
て
い
た
が
こ

れ
ほ
ど
と
は
思
わ
な
か
っ
た
。
私
が
農

業
を
始
め
た
頃
の
半
分
以
下
の
値
段
で

気
が
抜
け
て
し
ま
っ
た
。
何
の
た
め
に

規
模
拡
大
し
て
き
た
の
か
・
・
・ 

米
余
り
と
言
わ
れ
な
が
ら
大
国
に
気

を
遣
っ
て
米
を
輸
入
し
国
内
の
米
農
家

に
は
税
金
を
使
っ
て
生
か
さ
ず
殺
さ
ず

や
っ
と
食
料
自
給
率
四
〇
％
を
維
持
し

て
い
る
。
何
か
矛
盾
を
感
じ
る
の
だ
が
、

稲
刈
り
が
早
ま
っ
た
分
、
雪
が
降
る
ま

で
の
間
に
余
裕
が
出
来
る
。 

気
を
取
り
直
し
て
来
年
の
作
付
け
の

準
備
を
し
よ
う
と
思
う
。
皆
さ
ん
頑
張

り
ま
し
ょ
う
。 

 

編
集
委
員
長 

 

天
間
正
大  

編
集
副
委
員
長 

高
田
武
志  

編
集
委
員 

 
 

町
屋
清
志  

 
 

〃 
 
 
 

天
間
六
朗  

 
 

〃 
 
 
 

佐
藤
午
之
助 

- しちのへ 農業委員会だより 「第11号(通巻第16号)」 -     2010年10月 

農業者年金に加入して老後に備えましょう 

加入要件 ①年齢要件・・・６０才未満 ②国民年金の要件・・・国民年金第１号被保険者 
     ③農業上の要件・・・年間６０日以上農業に従事 

 
上記３つの要件を満たす人は誰でも加入できます。農地を持っていない農業者・配偶者・

後継者などの家族従事者でも加入できます。 
 
ポイント１→保険料は自由に決められます（月額２万円から６万７千円までの間で千円 

単位で自由に選択） 
 ポイント２→公的年金ならではの税制上の優遇措置があります（支払った保険料は全額が 
       社会保険料控除の対象となり、所得税・住民税の節税につながります） 
 ポイント３→認定農業者で青色申告をしている方は国から月額最高１万円の保険料補助が 
       あります 
 

・・・年金加入推進強化月間１２月～２月・・・ 

←農業者年金には 

８ 

 
 




